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平成26年度 第3回文京区地域福祉推進協議会 障害者部会 

 

 日時 平成26年7月8日（木）午前10時から正午まで 

 場所 文京シビックセンター24階区議会第1委員会室  

 

＜会議次第＞ 

1 開会 

2 議題 

 （1）次期障害者計画の重点課題と方向性について        【資料第1号】 

 （2）計画の体系（案）について               【資料第2号】 

3 その他 

    次回日程の確認 

 

《参考資料》  

    障害福祉計画策定における国の基本指針の改正について   【参考資料】  

                              【別紙1～2】 

 

＜地域福祉推進協議会障害者部会委員（名簿順）＞ 

出席者 

髙山 直樹 部会長、安東 治家 委員、柴﨑 清惠 委員、 

佐藤 澄子 委員、安達 勇二 委員、佐久間 光江 委員、 

天野 亨 委員、山口 恵子 委員、伊藤 明子 委員、江澤 嘉男 委員、  

古市 理代 委員、秋田谷 徳子 委員、清野 亜美 委員 

 

欠席者 

猿渡 達明 委員、溝畑  雄二 委員、齋田 宗一 委員、望月 和美 委員  

 

＜幹事＞ 

出席者 

須藤障害福祉課長、福澤福祉センター所長、新名保育課長、 

伊津野保健衛生部参事予防対策課長事務取扱、宇民教育センター所長 

 

欠席者 

北島教育指導課長  

 

＜傍聴者＞ 

 6名 
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障害福祉課長：皆様、おはようございます。第3回の障害者部会を始めます。  

  それでは、髙山先生、よろしくお願いいたします。  

髙山部会長：おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。  

  3回目となりますけれども、議題の大切なところは、計画の特に体系というか、柱の

ところを議論していただくということになろうかと思います。今日は幾つか資料があり

ますので、また皆様の貴重なご意見をお寄せいただいて、この柱立てをしっかりつくっ

ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。  

  今日の予定をお願いいたします。  

障害福祉課長：まず、委員の出欠状況の確認ですけれども、猿渡委員、溝畑委員、そし

て、望月委員がご欠席とご連絡いただいております。また、幹事は北島課長が欠席で

すが、宇民所長は少しおくれて出席となっております。  

  次に、席上配付資料を確認させていただきます。本日、追加資料といたしまして一つ

が、基幹相談支援センターの役割のイメージという横になった図のもの。それから、児

童発達支援センターと事業についてという席上配付資料 2。そして、カラー刷りの障害

者歯科診療等のご案内がございます。資料はおそろいでしょうか。  

  本日の予定ですが、次第をご覧ください。本日は、今、先生がおっしゃいましたよう

に、議題の2番、次期障害者計画の重点課題の方向性、これは、前回ご議論いただいた

ものについて確認となります。そして、計画の体系（案）について、この部分を時間を

とってご議論いただければと思っております。  

  説明は以上です。  

髙山部会長：ありがとうございました。  

  資料は大丈夫でしょうか。  

  私は、この障害者部会の部会長をさせていただいておりますが、この地域福祉推進協

議会の部会の中に副部会長の規定はないのですけれども、私に何かあったときにそれを

代行していただく形を私はつくりたいと思いまして、ご提案をさせていただきたいと思

います。江澤委員にお願いできればと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

  では、どうぞよろしくお願いしたいと思います。  

江澤副部会長：ただいまご指名をいただきました、文京槐の会の江澤と申します。万一

にということですので、恐らく役割を果たすことはないというふうに思っております

が、また引き続き、よりよい計画ができるように、一委員として務めさせていただき

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

髙山部会長：お願いします。  

  議題に入る前に、第 2回の部会での委員の方の意見がありましたので、それについて

回答したいと思います。よろしくお願いいたします。  

障害福祉課長：それでは、前回かなりご活発にいただきました中で、次回に回答をとい

うことで、3点ございます。  

  1点が、猿渡委員から、一般就労をされた方で就労継続支援 B型に戻ってきた人数はと

いうご質問がございました。確認したところ、就労支援センターに登録されているとい

う前提ではございますけれども、平成 19年から 25年度、この期間で合計 9人の方、内訳
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としましては、知的の方が 6名、精神の方 3名が継続 B型に戻られたということです。昨

年度だけにつきましては、お一人が戻っているということでございます。  

  2点目、古市委員から、発達健康診査の実績148人、これは、後ほど確認したところ、

146人ということで、資料を訂正いたします。146人のうち療育につながった人数はとい

うことですが、この中で、福祉センターに紹介となった方が 11名、それから、医療機関

に紹介ということで精密検査等ということになった方が 8名となっております。残りの

方々につきましては、 1回で相談終了の方もいらっしゃれば、経過観察となった方もい

るということでございました。  

  3番目、江澤委員からのご質問で、心のバリアフリーハンドブックの活用はなぜ全学

年ではないのかということです。こちらは、総合的学習の時間内で活用ということで、

今、福祉の学習というものが小学校 4年生で設定されているということで、 4年生が多い

ということですが、中には 5年生で行っているところもあるということです。あとは、

その学校でのご判断ということになっているようです。できるだけ活用を区としてお願

いしているところですが、学校の判断になるかなというところですが、ただ、校長会か

らは、そのハンドブックの中身がとてもよいというお話をいただいているというところ

でございます。  

  前回のご報告は以上です。  

髙山部会長：ありがとうございました。  

  何かご質問等があればと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。  

佐藤委員：今、ハンドブックの話が出ましたけども、やはり、学校の判断だけではなく

て、積極的に働きかけをしていっていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。 

障害福祉課長：学校へ教材として活用してほしいという依頼は、かなりあちこちで多く

あるようです。実は、私の前任が高齢福祉課でしたので、認知症のサポーターの講座

ですとかそういったこともかなりいろいろご説明したのですが、実際、採用していた

だけなく、お話を伺いますと、環境問題にしろ、いろんな消費者問題にしろ、ぜひ扱

ってほしいということがあって、そこが学校の中での判断になってしまうということ

でした。ただ、一方で、学校もそうですし、いろんなところでの活用、例えば、イベ

ントの中で配布するとか、お子さんの教育教材だけではなくという形の活用の仕方は、

もうちょっと検討の余地があるという感じがしております。学校については、引き続

き依頼は続けてまいりますが、最終的には学校の判断ということは仕組み的には仕方

がないと思っておりますが、応対していきたいと思っております。  

髙山部会長：よろしいですか。  

柴﨑委員：そのことで、もうちょっと踏み込んでいただいて、区報と同じように、ご予

算の問題もあるとは思いますが、全件配布していただいたほうが、子どもだけではな

く、大人のほうもかなり知らない方もいらっしゃるので、そこまで踏み込んでいただ

けたらありがたいなと思うのですが。  

障害福祉課長：確かに、なるべく頻繁に目にし、読むという環境をできるだけつくって

いくことも大事だと思いますので、どういった形がとれるか。全校配布か、あるいは、

区報になるべく何かの形で載せていくか、その方法はもう少し細やかにできるように

検討したいと思います。 
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髙山部会長：これは部会から意見が出たということで、この上位のいわゆる文京区地域

福祉推進協議会というものがありますから、ここに私は部会長として行っていますの

で、また、委員の方もおられますので、そこで提案をしていくというか、意見を出し

ていくということで、大きなところからという。そこは教育のところも入っています

よね、委員の方で。そこで意見を言っていくということも必要かと思いますので、そ

ういう形でも取り上げたいと思っています。  

  ほかにはいかがでしょうか。  

山口委員：質問なんですけど、このハンドブックというのは何部ぐらいつくったのでし

ょうか。図書館とかに置いてあると聞くのですが、そのことが周知されていなくて、

皆さんにお見せすると、知らなかったということがあるので、せめて区報にこういう

ものを置きましたということで表紙のところだけを載せるとか、もう少し周知の方法

を考えていただきたいと思います。  

障害福祉課長：大体 1回 3,000部程度、学校を中心に配布という形になります。どういう

形でなるべく目につき、知っているという形にするか。皆様のアイデアをいただけれ

ばと思うところです。  

佐藤委員：ちょっと話が違いますけれども、 8月31日ですか、防災訓練があるときに、障

害者を知ってほしいというブースをつくります。その中で、やはりこういうものを展

示して、皆様に見ていただくというふうなことをしたいなというふうに考えておりま

すので、そのご協力をよろしくお願いいたします。  

髙山部会長：ほかにはいかがでしょうか。  

  発言は名前をおしゃてからお願いします。  

  心のバリアフリーというのは非常に広い、深いものでありますので、このハンドブ

ックの活用の仕方というのは考えなきゃいけないと思います。この計画においても、

後で、体系のところで、心のバリアフリーということで啓発活動であるとか、いろん

な重層的にこれをやっていかなきゃいけないということになりますので、そこでも議

論していただきたいと思います。ただ、ハンドブックの活用に関しては、引き続きい

ろいろ提案をしていただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。  

  ほかにはよろしいでしょうか。  

  それでは、議題に入ります。  

  一つ目、次期の障害者計画の重点課題と方向性ということで、これも前回の確認とい

うことになります。説明をよろしくお願いいたします。  

障害福祉課長：資料第 1号をご覧ください。これは前回議論していただいたもので、その

議論を踏まえて変更しております。  

  まず、 1ページ目の重点課題の部分ですが、これは表現的な部分で、重点課題の 6点

の中の 2番目、相談支援の充実と権利擁護の推進という形になります。これは表現上で

すが、前回は相談支援と権利擁護の充実となっておりました。その権利擁護の充実と

いう言い方よりも、権利擁護の推進かなという言葉上の整理になっております。  

  次に、3ページ目の(2)相談支援の充実と権利擁護の推進。こちらの課題の一番下、意

思決定支援の質の向上というふうに新しく入れております。こちらは、前回、江澤委員

から、意思決定の配慮等のご意見をいただいております。施設関係者だけではなく、全
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体というところの表現なのですが、意思決定についての支援のテーマとして、この 1項

を設けているところでございます。  

  それから、方向性ですけれども、3点目、4点目。成年後見制度の普及啓発と権利擁護

の促進、これは、前回 1本になっていたところを2本で分けているところです。  

  続きまして、子どもの育ちと家庭の安心への支援。ここは、古市委員から、障害のあ

るなしにかかわらず、ともに地域で育つ環境づくりと、そういった概念が要るのではな

いかということで、皆さんのご賛同もあり、これを方向性の中、一番下ですけども、中

項目としてという形で入れております。これを課題と対応させたいというところで考え

たところなのですが、方向性のこの言葉に対応する課題がちょっとうまく言葉としてで

きず、そのまま課題にも同じ言葉で載っております。課題の 4番目のところに、障害の

あるなしにかかわらず、ともに地域で育つ環境づくり、これと方向性は同じ言葉ですが、

課題はこういうふうに言ったらいいんじゃないかということがあれば、またご意見をい

ただければと思っております。  

  それから、課題の一番下、保育士、教員等の資質の向上。この部分は大事なテーマで

あろうということで、課題の中に入れさせていただいております。それから、方向性の

一番目です。相談支援の充実と、下線部分、関係機関の連携、この部分を入れてござい

ます。方向性については、今ご説明した点が前回との大きな違いとなっているところで

ございます。  

  説明は以上です。  

髙山部会長：皆さんのご意見を反映させた形の文言になっています。ご確認いただいて、

またご意見、ご質問があればと思います。いかがでしょうか。  

古市委員：連絡協議会の古市です。  

  4番の子どもの育ちと家庭の安心への支援というところで、前回提案させていただき

ました項目を入れていただきまして、ありがとうございます。  

  方向性の一番下の障害のあるなしにかかわらずという項目が課題にも同じ文言で載

っているということで、例えば、提案なんですけれども、課題としては、やはり、子

ども・子育て支援の一般施策の項目と整合性を持たせるというところで、今見ており

ますと、4番の子どもの育ちと家庭の安心への支援というところで、この後にある計画

の体系でしょうか。計画体系案についても見てみますと、子どもの育ちと家庭の安心

への支援という項目の中にない項目があるんです。子ども子育ての支援の事業の中に

は、例えば、一時預かり事業ですとか病児保育とか、そういったことが入っているん

ですけれども、この障害者部会のほうでは入っていないというところで、実際問題、

こういうことが整合性を持ってやるのであれば、障害のあるなしにかかわらず同じよ

うな、ベースは子ども・子育ての施策の中にあって、しかしながら、障害のあるお子

さんはさらに丁寧な、もっと個々に応じたニーズに応じた支援が必要というところの

専門分野を福祉の部分で補うという形に持っていくという考えでやると、個々の事業

の整合性を持っていただきたいなと思っております。いかがでしょうか。  

障害福祉課長：今のご質問は、障害のあるなしにかかわらずというテーマに関して、病

児保育ですとか、一時預かり的なものとの関係。 

古市委員：そうですね。あるなしにかかわらずという方向性であるのであれば、子ど
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も・子育て支援と同じものを障害者のこの施策の中にも持ってくるというところで、

そうしないと、子ども・子育てのほうの事業の計画を立てて、もちろん、そちらの中

にも障害のあるお子さんが組み込まれてはいますけれども、事業のニーズ量とか評価

において、どれだけ障害のあるお子さんがそこの中に入っているかというのは、子ど

も・子育てのほうでは特に抽出して反映しないと思うんですね。 

  しかしながら、障害者部会のほうで同じものを持ってくれば、特に支援の必要なお子

さんがどれだけ一時預かりを希望しているかとか、病児保育を利用したいとか、病児保

育を利用したとか、そういう事業の中での評価が出てくると思いますし、ニーズ量の算

定も細かく出てくると思いますので、そのあたりを、今はざっくり、短期保護という形

で事業名がありますけれども、これは 3歳から後期高齢者まで全てが含まれています。

事業計画とかを見ましても、年代別のニーズ量というのがよくわからないですよね。そ

このところをもっと細かく、年代別にニーズ量を持っていただいて、どれくらいの方が

それを利用して、さらに、不足しているところはどこなのかという評価を年代別にやっ

ていただきたいなと思っております。そうしないと、子どもも高齢者も全部一緒の事業

になっているような感じがして、やっぱり、子ども・子育てのところは子どものほうの

整合性をもって事業計画をしていただけたほうがいいんじゃないかなと思っております。  

障害福祉課長：ご提案のことを実現しますと、例えば小項目の中にそういった項目を追

加し、それぞれが数値目標として、障害のお子さんが使っているかどうかということ

も数値に入れていくということかと思います。ただ、私が言う立場ではないかもしれ

ませんが、事業の中で、障害のあるなしの把握がちょっと単純に難しいのかなという

気もするのですが、要するに、ニーズ量をどう把握するかという手法について、きち

んとそこを把握した上でどう対応していくのかを意識するということが大事なことか

と思います。そういった形がどう実現できるか、ちょっとまだ検討と思います。  

髙山部会長：そうですね。その体系のほうにも入っていますので。これはいいですか。

この課題と方向性が一緒になっているということに関してはどうですか。私は別に違

和感はないような気もしますが、よろしいですか。  

  基本的には、この重点課題と方向性が、今、古市委員がおっしゃられたように、連

動していかないといけないということになると思いますけれども、とりあえず、この

重点課題と方向性についてはこれでいくということでご承認いただいてよろしいでし

ょうか。具体的には、次の体系のところで今のような議論をしたいと思いますが、い

かがでしょうか。よろしいですか。  

  では、この重点課題、それから方向性は承認されたということで、これでいきたいと

思います。ありがとうございました。  

  それでは、今日のメーンのところになりますが、計画の体系（案）について、まず説

明をお願いいたします。 

障害福祉課長：資料第2号をご覧ください。  

  今回、この部分、薄くも見えるけれど中身はとてもというところで、新しいところ

につきましては備考欄のほうに「新」と書いてあります。これは、前回に比べて新し

く出てきた項目であるということです。ただ、消えてしまっている部分については、

前回の計画と見比べながらという形でご覧いただければと思います。ちなみに、今日
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は前回の計画をお持ちでしょうか。大丈夫でしょうか。  

  それでは、資料第 2号の次期障害者計画体系（案）についてご説明いたします。  

  1番目の地域での自立生活に向けた支援、中項目は先ほどの方向性に対応した同じ形

になっておりますが、新しく入りましたのが 17、18、19の項目です。 

  17番目は日中活動系サービス施設の整備ということで、これは、今、交流館跡地にグ

ループホーム、あるいは、就労継続支援 B型の施設等を開設する予定で、日中ですので

就労継続のほうですね。そちらのところの整備を行っていくということが具体的な内容

になってまいります。また、当然、既に来年度開設を予定しておりますは～と・ピアⅡ、

あるいは、グループホームは陽だまりの郷、ちなみに、槐の会で小石川 4丁目で開設さ

れます施設の名前が決まりました。これは江澤施設長からのご説明のほうがいいかもし

れませんが、伺っておりますのは、日中活動系、生活介護の施設ということで、今のは

～と・ピアの 2カ所目ということで、Ⅱというふうに伺っております。 17番目に入りま

すのは、生活介護の部分が入ってくるということ。それから、今の文京総合福祉センタ

ーの中の武蔵野会さんが開設する施設はリアン文京という名前になります。こちらでも

日中活動のための就労継続支援 B型が開設されるとなっております。そういったものが

17番目。 

  そして、 18番目の地域生活安定化支援事業については伊津野課長より。 

保健衛生部参事予防対策課長事務取扱：この事業につきましては、精神障害者の病状悪

化を未然に防ぐために通院同行ですとか自宅訪問をして、服薬の見守りとかを行う事

業であります。現在、あせび会、エナジーハウス、東京カリタスの家の 3カ所で実施し

ている事業であります。 

障害福祉課長：続きまして、 19番目の地域生活支援拠点の整備に向けた検討。これは、

今回、国のほうから示されている基本指針というものがあります。その中に入ってい

るものでして、できるだけ在宅で、たとえいろんな支援がいってもというものがこの

地域生活支援拠点の概念ですけれども、そこについての検討というものです。  

  2番目の事業者への支援・指導の部分ですが、これは、新しく 29年には指導、監査の

権限が区におりてくるという方向があるということがございますので、それについて

の準備プラス実施ということを想定しているものでございます。  

  3番目の生活の場の確保の中項目の中で、 4番、居住支援の推進というものがございま

す。これは、これまでの計画の中ではかなり細かく出してきているものがございますが、

これをまとめたものという意味合いがあるのと同時に、今回、住宅課が福祉部にやって

きたということもありまして、高齢者の住宅、そして、障害者の住宅、あと、低所得の

方の住宅も含めて住宅的なものの施策をまとめて整備し、推進したいというようなこと

がございます。そういったことも含めて居住支援の推進という形で表現したものでござ

います。  

  続きまして、4番目の地域生活への移行。ここの部分では、3番目に精神障害者の地域

定着支援体制の強化というものが入ります。  

  一個一個説明だとかなり長くなってしまいますので、大きな部分だけ、そういったと

ころで指針がございます。  

  2ページ目をご覧ください。これは2番と3番がくっついておりますが、大項目の 2と3
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がこのページに入っております。  

  2の相談支援の充実と権利擁護の推進。ここについては、7番目に基幹相談支援センタ

ーの運営。これは少々大きなテーマですので、本日、席上資料の配付をさせていただき

ました。  

  席上の資料の 1番をご覧ください。これが基幹相談支援センターの役割イメージです。

こちらの機能としまして、大きく四つありますということを把握していただければと思

います。  

  機能としましては、楕円形の上にあります総合相談・専門相談、ここは当然三障害に

対応するというものになります。時計回りで見ますと、次に地域移行・地域定着の支援。

それから、下に行きまして、地域の相談支援体制の強化の取組。これは専門的な指導、

助言ができるということ。それから、相談機関との連携強化。そういったことを取り組

んでいくという拠点になります。そして、左の権利擁護・虐待防止。これは、市町村の

虐待防止センターとの連携という、ここは今回連携となりますけれども、成年後見制度

等の利用支援、そういったものがここの機能になるということになります。  

  文京区におきましては、この基本の機能プラスアルファで、今、検討しているところ

ですが、こういったものを来年度開設する予定ということで、ここに書かせていただい

ております。このページにつきましては、大項目 3番目の障害者が当たり前に働ける就

労支援というところで、 2番目の職場定着支援の推進の中に余暇支援を強調させていた

だきました。そして、 3番目の福祉施設等での就労支援。ここの5番目は優先調達を出さ

せていただいております。 2ページについては以上です。  

  次に、 3ページになります。大項目、子どもの育ちと家庭の安心への支援。ここのと

ころも新規として、中項目3-2と3-3。これは、新しく基本指針で星印がついております

けれども、基本指針によって進行管理が必要ですよという対象項目になっております。

2-6、障害者の相談支援事業、次、3-1の児童発達支援、この新しく星がついている部分

は、今回から進行管理を国のから指定されているものになります。  

  それから、先ほど話題になりました 5番目の障害のあるなしに関わらず、地域で過ご

し育つ環境づくりというところについての項目を新しくつくっておりまして、新しい項

目として5番から8番まで、こちらを入れております。先ほどの一時預かり等も入れるか

どうか、またご意見をいただければと思います。  

  そして、最後のページ、ひとにやさしいまちづくりの推進。前回も出ておりましたけ

れども、前回の計画と比べて中項目を少々増やしております。ここは整理させていただ

きまして、バリアフリーという概念で三つ説明させていただいており、一つはまちのバ

リアフリーの推進、心のバリアフリーの推進、そして、情報のバリアフリーの推進、こ

の形で三つに大きくバリアフリーを整理し、それぞれに小項目を膨らませたという形に

なっております。  

  それから、防災・安全対策については、災害ボランティア体制の整備等増やしてきて

いるという形で、それぞれの項目について増えているものがあるというところですが、

ここに載せることではないかという。例えば 5番目のところ、障害者会館の運営など、

そういったものを除いたものもあるということになっております。  

  追加のご説明で、予防対策課から一つ説明を。 
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保健衛生部参事予防対策課長事務取扱：予防対策課長、伊津野です。 

  1番の地域での自立生活に向けた支援のところで、その中の 6番の 4です。相談・訪問

指導という項目がありますが、前計画では精神の相談・訪問指導という形になっており

ました。今回は難病も入ってくるということで、一度頭を外したのですが、ちょっとわ

かりにくいので、精神保健・難病相談という形に変えたいというふうに考えております。  

障害福祉課長：  4番の子どもの育ちと家庭の、大項目の中に一つ抜けている項目があり

ますので、福澤所長からご説明申し上げます。  

福祉センター所長：福祉センター所長の福澤です。  

  今日席上配付の資料として配付いたしました資料 2というものをご覧いただきたいと

思います。児童発達支援センターと事業についてという資料でございます。  

  平成27年の4月に新教育センターが開設するに当たって、現在の福祉センターの児童

発達支援の事業については、そちらの新教育センターのほうへ移って実施する予定でご

ざいますが、その際に、現在の児童発達支援の事業所としてではなく、児童発達支援セ

ンターへ移行しようというふうに考えてございます。そういった意味で、児童発達支援

センターという小項目をこの 4番の子どもの育ちと家庭の安心への支援という中に、今

は入ってございませんが、入れたほうがいいのかなというようなところで、またご意見

をいただければというふうに思ってございます。  

  児童発達支援センターというのは、この資料に書いてございますように、児童福祉法

に基づく児童福祉施設というものでございます。今までの児童発達支援とどう違うのか

というのは、センターと事業の違いというところでこの資料に書いてございますが、セ

ンター、事業、どちらも、通所利用の障害児やその家族に対する支援を行うというとこ

ろは一緒でございます。ただ、センターのほうは、施設の有する専門機能を生かし、地

域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる施設への援助、助言をあわせて行うな

ど、地域の中核的な療育支援施設というような位置づけがございます。つまり、今まで

の児童発達支援プラス地域支援という機能を備えた施設という位置づけでございます。

新教育センターのほうでは、こういった役割を担うべく、児童発達支援事業から児童発

達支援センターへと移行するというような考えでおります。  

  この児童発達支援センターについて、ここに小項目ということで入れたいというふう

に思っているところなんですが、入れる場所としては、地域の療育支援施設として中核

的な役割として、その他の事業所などへの支援、連携というような大きな役割がござい

ますので、4-2の相談支援の充実と関係機関の連携の充実というようなところに項目と

して入れたいなというふうに考えているところでございます。  

髙山部会長：ありがとうございました。  

  新しく小項目のところに追加されたというもののところがありますけれども、共通し

ているのは、やはり、地域の中で暮らすという方向性だと思います。ですから、そうい

う意味ではそういうものが打ち出されてきているということだと思います。  

  そうしましたら、 1のところの地域での自立生活に向けた支援のところから順番に議

論していきたいと思います。 1のところ、何かございますでしょうか。  

  なければ、非常に重要なところだと思いますが、3の居住支援の推進というところで、

住宅政策というのは今まで基本的には福祉と分離していたんですね。それが大きな問題
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だったんですけども、これが入ってきたというのは極めて重要なことになろうかと思い

ますが、この説明を、どういう形で入ってきたのかということを。具体的にどういう部

署になっているのかを教えていただくといいかと思います。  

障害福祉課長：今回、これまで都市計画部にありました住宅課というところが、福祉部

の福祉政策課の中に入っているということになりますが、これまで住宅のほうは、ど

ちらかといいますと、くじ引きで当たるといいますか、シルバーピアとかは抽選によ

るという形でご提供してきたというところがあります。そういった形がどれだけ必要

かということと、それから、今住宅を必要としてらっしゃる方はどういうニーズでど

ういったことの付加サービスがいるのかというところもありますので、そういったと

ころ、特に高齢の方に向けてのものが多いのですが、そこについては新しく検討した

いというところです。あわせまして、低所得の方、そして、場合によっては母子の方

もあるのかもしれません。  

  そういった住宅に関係する方々について、ばらばらではなく、もう少し統一的に必要

ニーズをきちんと把握して再構築したいということで。ただ、まだ少し抽象的な表現に

なってしまいますのは、これからということになりますので、いずれにしても、そうい

った視点でやりたいという方向性をここで示すということになります。ですので、これ

までかなり細かくは出ていたんですが、そこは、継続して膨らますというよりは、再度

見直しをかけるようなイメージもあり、こういう 1項目に集約しているということにな

ります。  

髙山部会長：ありがとうございます。 

  関連でも結構です。委員の方、いかがでしょうか。  

佐藤委員：佐藤です。 

  居住支援の推進ですけども、障害者もしっかり対象にはなるのでしょうか、知的障害

者などは。 

髙山部会長：その意味でここに入れていると思いますけれども、具体的に、今、言われ

たように、高齢者施策のほうが中心なことは確かだと思います。これをどういうふう

に。これからですよね、そういう意味では。ただ、精神障害の方、あるいは、知的障

害のある方のグループホーム等が足りないのは決定的ですので、いろんな可能性がこ

このところにあるとは思います。だから、どういうふうに打ち出していくかというこ

とがあると思います。  

  ほかにはいかがでしょうか。  

柴﨑委員：民生委員の柴﨑です。  

  この居住支援の推進ですけれども、今までも私が使ったのは高齢者の方ですが、住宅

課では斡旋はしていただけていませんよね、たしか。それで、自分で見つけてきたもの

に関していろいろな支援をいただいていたような気がするんですが、今回の場合も、高

齢者、障害者、低所得者に関しても斡旋という形はとっていただけないのでしょうか。  

障害福祉課長：細かいところはわかっていないかもしれませんが、基本、ご紹介はして

いるはずなんですが、ただし、登録住宅、こういった条件であればという登録自身が

なかなかなかったりとか、住宅がニーズに合っていなかったりとかというミスマッチ

がどうしても起きているということがあったようです。  



11 

  斡旋というのは、今の障害のほうでいきますと、 1年以上居住していて住宅に困って

いる障害者世帯の方に宅建協会さん、文京支部さんとの協力をもとにということで、斡

旋は行ってはいるけれども、なかなか実数としては上がっていないというのが実態です。

ただ、ご自分で見つけてきてというのは、例えば、今まで住んでいらっしゃるところの

立ち退き等にあってという場合に補助金が、補助金といいますか、住宅補助が出たり、

そういったことももう一個別の事業であるんですね。それのことかと思います。あっせ

んは一応ありますが、なかなか数がないということになります。  

髙山部会長：よろしいですか。ほかにはいかがでしょうか。  

  1のところでは 17、 18、19のところ、ここが「新」ということになっています。それ

から、 2のところでは事業者への指導・監査がおりてくるということになるわけですね。

これはどこがやるんですか、指導・監査は。  

障害福祉課長：それは今の組織ではないのですが、課としては障害福祉課になるのだろ

うと思います。  

髙山部会長：事業所の方、どうですか。  

江澤副部会長：槐の会の江澤です。  

  この指導・監査については、今現在、法人の監査が区のほうにおりていますので、区

と事業所との監査と別々という形で、非常に事業所としては対応がしにくいです。です

から、この辺は一貫性をもって区側におりてくることに対しては、事業所としてはすご

く歓迎かなというふうに思っていますけども、実際に、居宅関係等々のサービス提供事

業者の実態が区におりてくることによって明らかになるという可能性が大きくなってく

るのかななんというふうには思っていますので、期待を持って進めていただければと思

っています。 

髙山部会長：ほかには何か。 

古市委員：連絡協議会の古市です。  

  住宅以外でもよろしいですか。  

  この中項目 1の小項目 13、短期保護なんですけれども、ハートフルプランの障害者計

画の40ページに計画が載っているんですね、事業名、短期保護というところで。ここも、

24年度、25年度、26年度、実績が上がっているんですけれども、これはやっぱり、先ほ

ど申し上げたように、就学前 3歳から高齢期まで利用されているというところで、これ

は次回へのお願いなんですけれども、各年代ごとの利用者というのは恐らく数字に上が

っていらっしゃるんじゃないかなと思いますので、それをぜひデータとしていただきた

いなと思うんですけれども、いかがでしょうか。  

障害福祉課長：確認してみますが、ご趣旨のほうは、利用者層がどういった年代なのか

ということの。一つはお子さんの利用も多いんじゃないかということが明らかになる

んじゃないかということでしょうか。可能であればということで確認いたします。 

古市委員：あと、1点。その下の移動支援もそうですね。私もよく使わせていただいてい

るんですけれども、やはり、就学前から高齢者まで一くくりになって利用者が載って

いますので、これも同じく年代別にいただけるとありがたいなと思います。  

髙山部会長：そうですね。この表になっているのは、対象ライフステージというのがご

ざいますよね。就学前、就学後、卒業期、就職期、高齢期、ここのところです。ここ
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のところの人数の把握みたいなものが、ほかも全部ありますよねということになっち

ゃいますけれども、そういう意味では、ライフステージごとに把握をしていくことは

大切なことだと思うわけです。ですから、この辺をできる限り把握をしておく必要が

あるかなと思いますので。そのことによって、ライフステージですから、年をとって

くるわけですから、計画というのは立てられますよねということになるわけです。重

点的なところはどうなっても見えてきますので。そういう意味ではそこは必要かもし

れませんね。ありがとうございました。  

  ほかにはいかがでしょうか。  

山口委員：知的障害者の明日を創る会の山口です。  

  私もやっぱり、短期保護と移動支援のところで、成人のほうから、緊急のときに使い

たいのに使えないとか、学齢期のお子さんが長期休暇のときに使うとか、そういうこと

が多くて、やっぱり、通学のときに足りなくてそういうものを使うという場合もあって、

成人の人が使いたい目的と学齢期の方が使いたい目的が違うので、そこの量の把握をき

ちんとして、ちゃんと十分に供給していただきたいと思います。  

髙山部会長：そのとおりですね。調査結果がありますね。私もちょっと今は全部把握し

ていないですけども。去年やった量的調査のところと、このいわゆる年代別のところ

と、それから、ニーズですね。これをどういうふうに捉えていくかということが数値

目標になると思いますので、そこだと思いますね。ありがとうございました。  

  そういう宿題みたいなものをやっていくと、次の部会のときに生きてくると思います

ので、今日は、その前にこの体系でいいかどうかという話なんですが、この 1のところ

はいかがでしょうか。精神障害の定着支援のところ等々もありますが、安達委員、何か

ございますか。  

安達委員：あせび会支援センターの安達です。どの部分ですか。  

髙山部会長： 4-3が支援になっていますよね。精神障害者の地域定着支援体制の強化。  

安達委員：そうですね。多分、支援体制の強化にしても、1-1の18とかですね。地域生活

安定化支援事業とか。精神障害者の支援をしている人間であれば、もともと自分たち

の中での重点課題ではあるかなということと、自分たちがやっていたことでもあるの

で、今回、実は、項目を見て、そういえば入っていなかったなというのがやっと気が

ついたぐらいで、そんなふうに見ておりましたけども。なので、やっている事業がち

ゃんとここに入っていないことに気がつかなかったのは非常にまずかったなと思いな

がら見ておりました。  

髙山部会長：特に、精神病院の、いわゆる社会的入院のところを生活施設化していこう

という動きがありますよね。これは大きな反対運動もあるわけでありますけれども、

その辺をどのように考えるかですよね。いかがですか。  

安達委員：あれはすごい話ですよね。入院している状態と、地域で自分の意志で生活す

るというのは全く違うことなんですけども、その選択の余地をまた失わせるというよ

うな、そういう状況なので、どうかと思うんですけども。単なる数字合わせですね。

結果的には何としてでも地域に移行させたいというあたりで、地域移行のほうがいろ

いろ国の施策で進めているけども、なかなか進んでいかないというジレンマもあるん

だろうなと思いますけども、完全な数字合わせだろうなというふうに思って見ていま
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すけども。  

  ただ、どれだけ病院を経営する方々がちゃんと地域に精神障害者の人を送り出して、

地域生活を支援していくということを協力していくかということも非常に大きな問題な

んだろうなと思いました。国の会議の結果を見ていると、大体この推進で賛成というふ

うにやっている方は、やっぱり病院関係者の方が圧倒的に多いものですから、地域の精

神障害者の支援をしている方々は、やっぱりこれはおかしいということで反対というこ

とをはっきり表明しておりますけども、その声がまだかなり少ない状況だなというふう

に感じました。  

髙山部会長：そこはちょっと懸念していまして、 4の地域生活への移行のところの 2と 3で

すよね。ここに抵触しますよね。どういう計画を立てていくかというのは極めて連動

していきますよね。そこはちょっと懸念しているところですけども、情報を集めてと

思っています。ただ、体系としてはこれは必要なところでありますので、これでよろ

しいんじゃないかなというようには思っていますけれども。 

  ほかにはいかがでしょうか。  

  あとは、 6の難病の医療費助成が新しく入ってきました。その上の 5-4の難病リハビ

リ教室ということも、難病の方々に焦点を当てたという形で新しく入ってきました。

幾つかの項目において、ライフステージごとの数字を出していただくという意見が出

ましたけれども、そのことを踏まえて数字ということになると思います。それは次回

以降になると思いますが、 1の地域での自立生活に向けた支援の中項目、小項目、これ

でよろしいでしょうか。 

江澤副部会長：槐の会の江澤です。  

  個に応じた日常生活の支援の 19、地域生活支援拠点の整備なんですが、これは、参考

資料で配られている国の保護基本指針というところで、第 4期の主な内容の中で、29年

の一つの義務というふうに書かれているんですけども、今、基幹相談等もそうなんです

が、なかなか整備にあたって混乱を来しているというのが実情だというふうに思うんで

すね。これは確かに国の義務化なんですけども、この辺が整理し切れるのかどうかとい

う懸念があるのですが、いかがでしょうか。  

障害福祉課長：今の地域生活支援拠点ですが、今お話がありましたので、参考資料をご

覧いただければと思います。  

  参考資料、そして、別紙1と2がついておりますが、参考資料のところの障害福祉計画

策定における国の基本指針、これは、厚生労働省が障害福祉計画を策定するに当たって

それぞれ示してくるものです。今回、2をご覧いただきますと、第 4期計画に係る基本指

針の主な内容ということで 4点挙げられております。  

  1点目は、今の福祉施設の入所者の地域生活への移行。今の論点だった、 2番目の入

院中の精神障害者の地域生活への移行。今ご指摘のほうは 3番目です。地域生活支援拠

点。こういった形で、内容ですけれども、障害者の地域生活を支援する機能、相談、

体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり等の集約等を

行う拠点等について、平成 29年度末までに各市町村または各圏域に少なくとも一つを

整備するというものです。 29年度末と申しますと、この計画期間内に入りますので、

検討となるのですが、ただ、国や都にも確認しましても、何かイメージがはっきりし
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ていないんです。ただ、機能としては、施設だったり入院だったりではなく、自宅で、

地域で、できるだけ安心して暮らせる機能というふうに理解できるのかと思っており

ます。やり方は何でも区のほうで考えてくださいみたいなことを言われたりして。  

  ですので、例えば、今、安心サポート事業で緊急時に連絡をいただく。そして、もし

もの場合は短期保護であったりとかという形で対応するような仕組みがございますけれ

ども、例えば、そういったものがきちんとしたニーズ量に対応するようにするとか、そ

ういったことをイメージしたほうがいいのではないか。多分、これは、区割りのほうで

も出ている地域の安心できる地域づくりがありますけども、そこにおいては、医療との

関係があったりだとか、臨時で行ける仕組みだったりとか、来ていただける仕組みだっ

たり移動の仕組みだったりがあると思うんですが、そういったことで想定するのは、一

つは 1番のリスク、自宅でいるときのリスクをどうカバーできるのか、波があるところ

をどう受けとめられるのか、そういったことの仕組みというふうに捉えたいと思ってい

ます。これはまだこれから先、国、都がいろんな情報を提供してくる可能性もあります

ので、情報をとりながら考えたいと思っております。  

髙山部会長：これは、基幹相談支援センターとの関係性もあると思いますけれども、イ

メージとしては、横浜市は 18個、19区ありますよね。区ごとに 1個、地域活動ホームと

いうのをつくっているんですね。まさにこれなんです。ショートを中心として、そこ

は相談支援事業所も一応ありますけれども、そういうここに書いてある相談、それか

ら、体験の機会、デイサービスもありまして、地域活動ホームが全区にあります。こ

こが拠点になっていて、そこが自立支援協議会を持っていたりするんですよね。主催

したりしているということがあったりして。区と連動しながらやっているというとこ

ろは横浜市にあります。ただ、区によって相当格差が今はいろいろ、質のことが出て

おりますので、問題もありますけれども、そういうイメージはありますので、もし情

報がありましたらと思います。 

  ほかにはいかがでしょうか。  

古市委員：連絡協議会の古市です。  

  今のところ勉強不足で、漠然としてとしかわからないんですけれども、何となくイメ

ージとして、家族に負担がかかってくるというか、同居の方に負担がかかってくるとい

うようなことはないのでしょうか。  

髙山部会長：この今の江澤委員のここのところですか。  

古市委員：そうですね。この地域生活への移行というところで、自宅でというところを

今おっしゃっていたと思うんですけれども。  

髙山部会長：①のところとかということですね。  

古市委員：そうですね。③もそうなんですけれども。  

障害福祉課長：どちらかというと反対ですよね。例えば、おひとり暮らしであったとし

ても、あるいは、重度の障害をお持ちの家族の方がいたとしても、もしもの場合に、

例えば、そのご家族がご移住されたりとかいろんな事情があったとして、いろんな事

情の中でとにかく在宅を守れる仕組みということですので、かえってご家族の負担が

ということは全然イメージしていない仕組みです。  

髙山部会長：ほかにはよろしいですか。  
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  この1のところ、またもしあれば戻っていただいても結構ですけれども、 1のところは

これでということでいきたいと思います。  

  それでは、次、2のところです。相談支援の充実と権利擁護の推進。ここはいかがで

しょうか。ここは、新しいのは 7の基幹相談支援センターの運営、それから、10の地域

福祉コーディネーター配置による小地域福祉活動の推進。先ほど基幹相談支援センタ

ーに関しては別紙の資料で説明がありましたので、何かご質問等があればと思います。

いかがでしょうか。  

  地域福祉コーディネーターというのは具体的にどういう活動をし、あるいは、どうい

う人が担うということなのでしょうか。  

障害福祉課長：これは、現在も社会福祉協議会で行っているものということで、昨年度

まで 1カ所、地域は 4地域で分かれています。警察署と同じ地域ですけれど、その中で、

今年度、今は 2カ所目に入っているということなんですが、これは、いろんな制度のす

き間を調整するようなイメージといいますか、大きく制度はあるわけなんですが、地

元に入っていくと必ずしも高齢者施策だけではない。都市の部分、ご近所づき合いも

あったりとか、いろんなものがあるわけなんですが、それをちょうどうまく調整して

いくような仕組みということで、これは今、社協のほうで進めているものでございま

す。 

髙山部会長：ここでお聞きしたいのは、柴﨑委員、これは、民生委員の方と地域福祉コ

ーディネーターは、何かリンクするところもありますよね。何かあるのでしょうか。  

柴﨑委員：私の所属している地区にはまだこれが入っていないんです。他地区でやって

いるのを見ますと、直接大きくはリンクしていませんが、何かあったときには民生委

員に相談をかけてもらって一緒に解決するというような形で今やっております。  

佐藤委員：佐藤です。 

  私がこの社協の小地域さわやかネットワークの委員として入っております。それで、

今年はひきこもりというんですか、そういうものを課題に、どういうふうにしてそうい

う人たちを、ひきこもりをなくすかという課題を持って、ことしは検討課題としており

ます。 

髙山部会長：佐藤委員はコーディネーターなんですか。  

佐藤委員：コーディネーターではないですが、委員として。  

髙山部会長：その運営委員ですね。  

佐藤委員：民生委員の方もかなり入ってらっしゃいますし、それから、あせび会からも

出していますし、それから、老人ホームのコーディネーターの方もいらっしゃいます

ので、いろんな方がいらしてお話し合いをしております。  

髙山部会長：本当にここはもっともっとネットワークを強化していただくような形が求

められますね。小地域さわやかネットワークというんですか。わかりました。  

  ほかにはいかがでしょうか。基幹相談支援センターに関しては何かございますか。  

柴﨑委員：相談支援センターは、今のところは区内に一つつくられる予定でしょうか。

一つですか。  

障害福祉課長：はい。 

髙山部会長： 2のところ、よろしいですか。  
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古市委員：連絡協議会の古市です。  

  基幹相談支援センターのイメージというところで、新しい事業というところなので、

まだこれからだと思うんですけれども、これは、対象は小さいお子さんから高齢者の方

までということだと思うんですね。子育て世代におきましては、相談というのがいきな

り福祉障害福祉課に行くかどうかはわかりませんけれども、子育て支援のほうに相談に

行かれる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、そういった場合に、こ

こに書いてある相談支援事業者への専門的指導とか助言ができる方がここにはいらっし

ゃるということでよろしいですか。  

障害福祉課長：対象としては全てを含みますし、三障害プラス場合によっては難病もと

いうことになりますし、専門的な指導、助言ができる人材をそろえるという方向でや

りたいと思っております。ただ、お子さんについては多分、ご指摘のように、どちら

かというと児童発達支援センターというあたりのほうが最初は入りやすいでしょうし、

それが中心になるかと思われます。  

古市委員：そうしますと、そこの連携等はおそらくやっていただけるのだろうと思いま

すし、私どもが相談に行ったときに、こっちの児童発達支援センターのほうにもワン

ストップ対応というところで書いていらっしゃいますけれども、その場で全てが対応

してくださるのは難しいと思うんですけれども、やはり適切なというか、保護者が望

む何らかの支援にすぐつなげていただけるようにご配慮いただけるとありがたいなと

思います。  

髙山部会長：これも拠点になるわけですね。ですから、ここで全てというか、ここから

ネットワークをつくっていくとか、あるいは、それぞれの事業所やそれぞれの相談支

援事業所に対してスーパーバイザー的な機能を持つとか、ここを中心に多分展開され

ていくということになろうかと思いますね。ですから、ここはどういう方々が来るの

かはよくわかりませんが、この人たちに期待するわけですよね。ということは当然で

すね。 

古市委員：連絡協議会の古市です。 

  1点言い忘れましたけど、これは、場所に行かなければ相談ができないというわけで

はなく、例えば、訪問してくださるとか、そういうことまでも、まだこれからかもしれ

ませんけれども、そういうスーパーバイザーのような方が家庭訪問という形で来てくだ

さるとか、そういうことも含めてこれから事業展開されるということでよろしいでしょ

うか。 

障害福祉課長：相談の方法とすれば、訪問も含めてということになりますし、ここで全

てというよりも、例えば、必要なところにつなげていく。例えば、障害の方と高齢の方

が、 1回目の柴﨑委員のご指摘にもありましたけれども、そういうケースも結構多くな

っておりまして、そういうときに、障害の部分できちんと専門性のある対応、そして、

高齢のほうとは、今、高齢者安心相談センターがありますが、そこと一番関係するとこ

ろとの連携をちゃんととっていくということで連携できる。そして、専門性を自分のと

ころできちんと守る。そういったところの機能でいくということになります。当然、相

談は訪問も考えます。  

髙山部会長：よろしいですか。  
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  同じページの 3のところはいかがでしょうか。障害者が当たり前に働ける、就労支援

のところです。これは、 2の3の就労者への余暇支援、それから、 3の福祉施設等での就

労支援ですね。 5の障害者施設優先調達法基本方針に基づいた物品の調達であるとか、

日中活動系サービス施設の整備ということですね。これが新しく加わっています。  

  就労系です。どうですか。清野委員、いかがですか。  

清野委員：就労移行支援事業所リバーサルの清野です。  

  余暇支援のところで、うちも、就労移行で就職した方が、うちは土曜日もやっている

んですけど、休みの日、暇なので遊びに行っていいですかみたいな OG、OBがいるので、

そういうものがあるといいかなと思います。  

髙山部会長：就労そのものよりも、仕事をしていないときの日中活動、日中活動と言っ

たらおかしいですけど、余暇というか、お休みのときですよね。これのところの支援が

やっぱり必要なんですよね。ここはどういうふうに考えていたらいいか。ありますか。  

障害福祉課長：就労に関して、もちろん、会社にいらっしゃる時間帯の支援は基本、会

社がなさるんですが、生活自身が安定していないと、なかなか朝出てこれなかったりと

か、そういったこともあって、余暇支援という形で書いてありますが、基本的に、仕事

以外の生活がきちんと安定し、楽しみもあるということがきちんとした仕事にもつなが

るというようなことで、重視しているというところです。  

  どちらかというと、余暇支援プラス生活支援みたいな、そういうことになるかと思い

ますが、仕事も含めた充実した生活を支援するという形かと思います。  

髙山部会長：ほかには。 

山口委員：今の余暇支援のところで、どういう方たちを担い手として考えていらっしゃる

のか。成人になってくると、個々の好みとか、支援してくれる方との相性とか、その場

の雰囲気とか、多人数がいい方とか、個別対応がいい方とか、いろいろニーズが多様化

してくるので、どういう形での支援を考えていらっしゃるのかをちょっとお聞きしたい

です。 

障害福祉課長：今は、当面は就労支援センターを中心にと考えているところで、現在も

たまり場ですとかをやっているところなんですが、山口委員がおっしゃったように、多

分、そういった集団的なゲームだとかが好きな方もいらっしゃれば、もっと違ったもの

を希望される方もいらっしゃるのだろうというところで、ここのバリエーションや時間

設定とかは、もう少しいろんな形があっていいだろうと思っているのと、今はこちらが

設定したものに参加していただく。しかしながら、これは少しずつ自分たちでも考えら

れるものにしていくだとか。確かに、担い手のほうも、実は今、具体的にということで

はないのですが、今回、就労支援センターの委託に当たっては、そこの部分の提案も受

けたいと思っているところですけれども、形としてはいろんな形があるだろうと思いま

す。おっしゃるとおりに、いろんな方にとって、自分の居場所が見つけられる余暇とい

うふうに発想したいと思います。  

髙山部会長：これは、いつも江澤委員が言っているように、コミュニティフレンドなん

ですね。要するに、お友達ですよね。この制度はカナダにありますけれども、スウェー

デンでのコンタクトパーソンはお友達なんですね。要するに、いろんな企画をする、そ

こに集まってくるということのイベント的なものがありますけれども、日常的なお友達
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的なところの関係性の居場所というのは絶対必要なんですね。これが日本にはまだまだ

ないんですよ。地域生活をするときにそれが大切なので、それで、文京区は大学がたく

さんあるということだとか、いろんな可能性があると思いますので、これはどういうふ

うに。これは、就労支援ということよりも、むしろ生活全般のところに位置づけながら

つくっていくことが必要なのかなというふうに思っています。ですから、余暇支援とい

うところから、そういうことも含めて、何かを考えていくということは十分あり得ると

思います。  

  どうぞ。  

古市委員：連絡協議会の古市です。  

  余暇支援について、私たちも、まだ子どもですけれども、将来大人になったときとい

うところで、よく話題に上がるんですね。文京区はいろいろ施設がありますので、一つ

提案ですけれども、スポーツセンターとかがスポーツ振興課なんかと例えば連携をとっ

て、そういった方々が使えるような、日常的に継続的に使えるようなスポーツ余暇なん

かも計画していただけるとありがたいなと思います。  

髙山部会長：ありがとうございます。  

  ほかにはいかがでしょうか。  

  この施設の優先調達というのは、余り知らない方もおられると思いますが、具体的に

どんなイメージなんですか。  

障害福祉課長：これは、国としましても、障害者の方の多分就労の機関がつくっている

もの、そういったものを優先的に調達してくださいという方針なんですね。それを国も

つくっていますので、自治体でもつくっていこうという。つくるだけじゃなく、実際の

ところ、実績をどう上げていくかとなると、これだったら利用してもいいと。それは役

務というか、実際にやる仕事でもいいし、つくったものでもいいのですが、買っていた

だく。あるいは、業務委託的に頼んでもいい。そういった障害者の方がかかわるものに

ついて利用していただくことを勧めるものです。ただ、これをまずつくりたいというこ

とは一つあるんですが、具体的にはそれを勧めるための手だて。これは結構工夫が要る

ところかと思っております。  

佐藤委員：佐藤です。 

  就労機会の拡大を載せていただいたのは、とてもいいなと思いますのは、区の業務に

おける就労機会の拡大とか、それから、地域雇用開拓の促進などは私たちが今まで大変

望んでいたところですので、ぜひ進めていただきたいと思います。  

天野委員：文心連の天野です。  

  4の福祉的就労の充実ということは、例えば、この中に視覚障害者が働ける、あるい

は、視覚障害者の仕事をサポートするようなものも含まれるというふうな認識でよろし

いでしょうか。  

障害福祉課長：すみません。これは、実は、これまで福祉施設等での仕事の確保という、

就労継続支援 B型等での就労のやり方をこういうふうに変えたということで名称を変更

したものなんです。ですので、今ご指摘のものではないんですが、ただ、そういった視

点のものをどこかに入れていくことは必要かと思います。 4番の福祉的就労自身の意味

は、名称変更による変更という形になります。  
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天野委員：前回もお話しいたしましたが、視覚障害者のあんま、はり、きゅうの者たちに

ついて、資質の向上等を目的とした試みをお願いしたいというふうに思います。  

  この中の就労の一部ということで、この場合、視覚障害者の人たちに対する就労と同

じような形でお考えいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

障害福祉課長：あんま、はり、きゅうの資質の向上ということの支援ということでしょ

うか。例えば、具体的な中身とかをもう少し教えていただければありがたいです。  

天野委員：イメージとしましては、福祉の店が今、真砂市場の中にありますけれども、真

砂市場とは言わないのかな。あのような形で場所を提供していただくということと、そ

れから、その中で、あんま、はり、きゅうの資質の向上のために必要なスタッフと、あ

るいは、身だしなみとか立ち振る舞いについての指導をしてくださるスタッフがいるよ

うなスペースというような、そこで何人かの方たちがあんま、はり、きゅうの施術をし、

低料金でそれを受けられるというような、健康支援センターでしたか。というような、

企業なんかによくありますが、そのようなイメージを私は持っております。  

障害福祉課長：なるほどという感じのアイデアかと思います。それはどういった形で実

現が可能なのか、検討させていただければと思います。今、この中でどういうふうに扱

うかはあるんですが、今伺った段階でなるほどという感じがございますので、急に来年

度に実現というのは今すぐには難しいものもありますが、一つのアイデアとして受けと

めさせていただきます。 

髙山部会長：いろんな可能性がありますよね。大企業なんかは、あんま、はり、きゅう

の視覚障害の方を雇用しちゃうんですね。そうすると、障害者の雇用率も上がると。

そして、従業員の福利厚生に使って、 500円ぐらいでマッサージを受けられるみたいな

形が日常的にあるんですよね。そういういろいろな工夫ですよね。  

天野委員：そのようなところに就職するために、いろいろな資質を上げていくとか、ある

いは、立ち振る舞いの問題ですとかということを学ぶような場所が欲しいなというふう

に考えております。 

髙山部会長：わかりました。基本的には専門職に位置づけられておりますので、その団

体がどういうふうにやっぱり考えていくのかということも一つあると思いますけれども、

どういう連携がとれるかということはいろいろと可能性があるかもしれませんね。あり

がとうございます。  

  立ち振る舞いとか、そういうのはニーズがあるわけですね。  

天野委員：わからないですね、私たちは。言葉で説明するのは難しいらしいんですけど、

わからないですね。  

髙山部会長：いかがでしょうか。 2の相談支援の充実と権利擁護の推進、それから、 3の

障害者が当たり前に働ける就労支援。この二つですが、今、ご意見も出ましたけれど

も、この体系というか、この枠組みでということで進めてよろしいでしょうか。  

  では、次に行きたいと思います。  

  4の子どもの育ちと家庭の安心への支援。  

  ここも、3の2、3、それから、 4の7、5の5、6、7、8ですね。これが新しく加わってい

ます。意見をお願いします。  

古市委員：古市です。 
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  先ほど、一番最初のほうに申し上げましたように、この項目の中に、いわゆる子ど

も・子育ての一般施策の項目を入れていくということで、障害のあるお子さんを育てる

中で、どんなニーズがあって、どれだけ量が必要なのかということが重視されてくるの

かなと思っております。 

  ちょっと細かいことなんですけれども、 4番の学齢期の支援の3です。育成室への障害

児受入という事業があるんですが、ここは、ほかの上の保育園障害児保育とか、幼稚園

特別保育とかとあるんですけども、ここだけ何か「受入」という、ちょっと違和感のあ

る言葉を使っていらっしゃるので、例えば、提案ですが、「育成室での」とか、「育成

室障害児保育」という形の項目にしていただけると、本当に細かいことなんですけど、

保護者としては受け入れられているのかなというところで、ちょっと卑屈に思うような

ところがありますので、言葉の問題ですが、検討いただければと思います。  

  あと、例えば、早期発見、早期療育と一番目にありまして、乳児の健診等で、そうい

う障害かもしれないというお子さんを必要機関につなげていただくことは大変ありがた

いんですけれども、例えば、福祉センターを利用することによって、今、既存の保育園

に通っているお子さんが保育園を利用しにくくならないような、そういう対応をお願い

したいなと思っております。  

  例えば、今、福祉センターの保育の時間帯が 10時から2時なんですね。しかしながら、

保育園に通っている方は朝 8時半ぐらいから預けまして、夕方6時ぐらいまで保育で見て

いただいている。就労しているお母さん方が、 10時、 2時の療育にはとても通えないと

いう現実がありまして、そこで諦めてしまう、行けなかったという、そういう気持ちを

持って。ただ、頑張って半休を取って、10時に送っていって、その後、福祉センターか

ら保育というのはバスで送っていただけるような制度になっていると思いますけれども、

ちょうどその 2時というのはお昼寝の時間で、子どもたちにとってはなかなかそこに入

りにくいような現状になっております。そうであるならば、福祉センターで 8時半から6

時ぐらいまで、児童発達支援事業の中で預かりしていただけるということが可能であれ

ば、お母さんたちはその日は療育の日だと安心して連れていけるのではないかなと思う

んですけれども、いかがでしょうか。  

福祉センター所長：福祉センターの福澤でございます。  

  療育の時間についてのことですけれども、一応、保育と療育というところで役割分担

をして、今、文京区では、保育については保育園でということで、福祉センターの時間

帯を、今おっしゃったような10時から14時というような通園の時間設定をしているもの

でございます。今後、ますます保育園との連携を図って、療育も保育も受けやすいよう

な形を、今後また検討していきたいというふうには思っているところでございますが、

今現在のところでは、保育と療育とそれぞれの役割分担ということで、こういったよう

な時間設定をしているところでございます。また、今後、さまざまな角度から、そうい

ったご要望等について検討していきたいというふうに思ってございます。  

古市委員：ありがとうございます。  

  何かしら10時から 2時でないといけないというような何か決まりといいますか、そう

いう制度があるのでしょうか。  

福祉センター所長：特にそういったことはないのですけれども、確かに、例えば 8時から
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福祉センターで受け入れる。夕方も 5時、6時までというようなことになりますと、やっ

ぱりそれなりの人員体制ですとか、施設の面でも考えていかなければいけないという面

もございますので、そういった中で、今現在は保育をするという部分は保育園に任せて

というようなところでやっているところでございます。今後、そういった面も検討した

上で考えていきたいというふうに思います。  

古市委員：ありがとうございます。障害児支援というのは、個の育ちを支援するというの

は当然なんですけれども、兄弟を含め家族支援もあると。それについてもやっぱり支援

をしていかなければいけないという目線に立っていろんな施策を立てていただけると、

大変ありがたいなと思いますので、ご検討いただきたいと思います。  

髙山部会長：そういう意味では、児童発達支援センターの事業というのは、そこら辺の

ところと連動してきたところもあるんですがね。 

  ほかにはいかがでしょうか。  

佐久間委員：教えていただきたいのですが、皆さんご存じのことかと思うのですが、中

項目4の4のバリアフリーパートナーというのはどういうものか。教えていただければ。 

髙山部会長：バリアフリーパートナーの71ページに一応書いてございますが。 

佐久間委員：ありますか。すみません。  

髙山部会長：バリアフリーパートナー。 71ページに書いてあります。ちょっと読みます。 

  心身の発達におくれがあるなど、学校教育の場で特別な支援を必要とする子どもたち

が、その持てる力を高め、学習上の困難を改善または克服できるようにサポートする学

校ボランティアと。今も活動されていますよね。実は、僕のゼミの学生がある時期、1

年間、バリアフリーパートナーで、マンツーマンで生徒さんたちについてというか、か

かわって、すごくいい関係性ができたということがあります。そんなイメージです。ど

れぐらいやっているんですか。  

障害福祉課長：残念ながら北島課長が今日は欠席なので、細かいところはご説明できま

せんが、今、先生がお話しされたように、個別のお子さんにつく形で学校内の生活をサ

ポートするボランティアになります。  

髙山部会長：教室の中に入って、一緒にマンツーマンでいたり、支援したりしていると

いう、そんなイメージなんですね。 

佐久間委員：それは、特別に学校教職員とか職員ではなくて、外部のボランティアの人が

参加するという。  

髙山部会長：これは全部の学校でやっていなくて、ある特定の学校でしかやっていない

んじゃなかったですか。何かそんなイメージがありましたけど。  

  バリアフリーパートナー、運営と書いてありますね。これのところも。  

天野委員：NPOか何かに委託したのですか。 

髙山部会長：そうですね、 NPOに委託をしてやっておられたような気がします。ここに書

いてありますように、レベルアップを図るとともに、円滑な運営が可能な大学等と連

携として、人材確保、交流に努めるということで、ここに実績が書いてありますね。

73ページです。区立の幼稚園 9園、区立の小学校 15校、それから、区立の中学校 9校、

これは22年度末の話ですね。  

障害福祉課長：あとは、前回の資料の中の事業実績の中に幾らか細かいものが出ており
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ます。 

  もしもお持ちであればなんですが、 25年度の成果としては、幼稚園で10園、小学校で

15校、中学校で1校、合計で26校です。  

  筑波大附属の大塚特別支援学校の専門家等講師に研修を行ったという形でボランティ

ア育成をして、 NPOのコーディネーターが学校との調整を行って、実際の現場でのバリ

アフリーパートナー活動を援助するというような形をやっているという説明が入ってお

ります。  

髙山部会長：そうなんですね。これは、大学生はすごくいいと思うのですが、卒業して

しまうんです。そこで切れてしまうということがあって、これがちょっと現状一つの

課題点になっているということは前から指摘されているところです。ですから、その

工夫も必要になってくると思います。  

古市委員：連絡協議会の古市です。  

  配付資料の文京区の障害者実態調査というアンケートの中に、この概要の中には入っ

ていないんですけれども、問20というところがありまして、その結果が、子育ての感じ

方ということで、「あなたはつらいと思いますか」というような問いのところで、年齢

別で結果が出ているんですね。  

  それを見てみますと、皆さんのお手元にないので、私が読み上げますけれども、こち

らの事業の報告では 23.6％という全体の平均が出ているんですが、 6歳から 8歳が、

22.2％が「つらい」と感じていて、 9歳から11歳が15.0％なんです。 

  ところが、12歳から14歳に、中学校年齢に上がってきますと、親御さんがつらいと感

じるパーセンテージ数が33.3％。さらに、15歳以上になると44.4％という数字にはね上

がっていきます。 

  これは何を意味しているのかなと数字を読み解いたときに、小学校までは育成室があ

りますので、親御さんたちが、就労に関してもそうですし、自分の時間を持てる時間が

あるんですけれども、中学校以降になりますと育成室がなくなってしまうというところ

で、今、クラブ・すてっぷ、 JOYでしょうか、そちらのほうで対応していただいており

ますが、定員12名というところで、福祉センターができましても 20名というところで、

これもやはりニーズ調査が必要でありますし、これだけ高い数字でつらいということは、

通常の子育てでしたら、中学校ぐらいになりますと一段落といいますか、お母さんたち

も一段落したなというような感じがあるんですけれども、逆に、預ける場所がないとい

うところで、ご自分の生活も安定しない。子どもたち自身も安定しないという現状が今

あるということを、当然認識していただいているとは思うんですけれども、その対応が

まだまだ不足しているというところで感じますので、その対応を。こちらのほうの学齢

期の支援の中項目 4の中の、これは育成室ではなくて、どこに入ってきますか。放課後

等デイサービスでしょうか。ここに入ってくるのかなとは思うんですけれども、どうで

しょうか。ここに入ってきますでしょうか。  

障害福祉課長：放課後に関してのサポートについてはそうです。  

古市委員：星印がついているというのは何でしたか。  

障害福祉課長：先ほどの基本指針という形で、国のほうから経過を把握してくださいと

いう対象になっているということです。  
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古市委員：しかしながら、放課後等デイサービスというのは登録制でありまして、決まっ

た方が固定で使っていらっしゃるというイメージ。私の息子も使っているんですけども、

固定の方が優先的に入るということになりますので、登録されていない方、あるいは、

スポット的に使いたい方というのは、なかなかそこが安定しないというところですので、

そこを漏れてしまう方の対応というのは必要なのかなと思っております。  

髙山部会長：中学、あるいは、それ以上になってきたときには、また新たな課題という

か、問題が出てきますよね。そこのところが具体的にはないのですか。そこを受けとめ

るところがということでいいですか。  

障害福祉課長：これまで、実は、項目の中に、障害のある中高生の居場所事業というも

のがありました。それが全て放課後等デイに法内化しなさいということなので、来年度

以降は居場所対策事業ではなくなってしまう。そして、今回は法内化で放課後等デイ。

法内化ということは、これまでの調整とちょっと違ってくるものは、支給決定という形

で、どちらかというとひまわり園のようなイメージで、年間何曜日みたいなイメージに

なるのだろうと。こちらもこれから区のほうも詰めなきゃいけないのですが、ご利用い

ただける利用イメージがどうなるのか。支給料がどれぐらいあるのか。反対に決まって

しまうと、スポット的に使いたい方はどういうふうに使えるのか。そのことも含めて、

どういった調整が必要なのかということがありますが、いずれにしても、伺っていて、

就労しながら、障害のあるお子さんも育てていらっしゃる場合に、 6年生までは固定的

に預ける場所があるのにもかかわらず、その後、やはり何らかのサポートが要るお子さ

んに対してのきちんとした場所がないということの問題が結構大きく出てきているのか

なというところです。それが放課後等デイだけでカバーできるのか。何か違った仕組み

が要るのか。そのあたりが検討課題になるのかなと思います。  

古市委員：すみません。ありがとうございます。  

  あと、中高生もそうなんですけれども、保育園の預かりです。こちらのほうは、保育

所等の障害児保育という項目で実績等も、前回配付資料の42ページになると思いますが、

保育園障害児保育というところで、いろんな保育園が障害児対策をしてくださっている

というところで、幼稚園も特別保育というところであるんですけれども、ただ、先ほど

申し上げたように、幼稚園、保育園で延長保育とか一時預かりとか、そういう名目もも

ちろんあるんですが、そこで漏れてしまう。実態を言いますと、例えば、延長保育をし

たいと言いましても、障害のある方はちょっとご遠慮くださいと言われたり、あと、一

時預かりをしたいと言っても、人手がないので、みんなは 3時間以上預かってくれるの

に 1時間だけとか、そのような実態があるようです。各保育園、幼稚園に通っているお

母さん方に聞きますと、やはり、放課後の延長保育はしづらい。一時預かりが言いにく

い。また、言える雰囲気ではないという形で声が上がってきておりますので、できるだ

け、ここの中にも一時預かりだとか、例えば、短期保護事業もこの中に入れ込んでいた

だいて、障害のあるお子さんが幼稚園、保育園、また、学校、育成に通っていない方も

どこで放課後等を過ごすのかというところも事業計画の中に入れていただく。ただ、そ

れもいっぱいいっぱいになってくると思うんです、ニーズが多過ぎて。そうしますと、

やはり、通常の幼稚園、保育園の預かりのところに持っていく。そして、小学校のほう

も放課後全児童事業のほうに、障害があってもなくても一緒に過ごせるような場所づく
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りというものが必要になってくるのだろうなと思います。いかがでしょうか。  

保育課長：保育課長の新名と申します。  

  区立保育園の話になりますけども、区立保育園の障害児保育という形になりますと、

今、福祉センターとも連携をいたしまして、児童は一人一人発達の状態が違うというこ

とで、個別の指導計画を立てて、きめ細かい保育を行っているところでございまして、

現在は、直近のデータで言いますと、区立保育園は今 18園ありますけども、その中で要

配慮児保育という形で、今言ったような個別支援計画をつくって保育をしている方が今

23名いらっしゃいます。そのうち、延長保育を利用している方が今は2名なんですけれ

ども、特に要配慮児だからといって延長保育が使えないということではなくて、ニーズ

がこの 2名しかないというふうに私どもは確認してございます。当然、障害児だから人

的配置が必要だということになった場合には、今言った個別指導計画をつくる中で、必

要に応じて非常勤の加配等も行ってございますので、そういった形で今後福祉センター

と連携をして、保育園でも要配慮保育という形で充実していきたいというふうに考えて

ございます。  

秋田谷委員：文京福祉センター幼児部父母会の秋田谷と申します。  

  今お聞きいたしまして、 18園中要配慮児が 23名、うち2名が延長保育を希望されてい

る方がいらっしゃるというお話だったんですけども、それ以外は特に要望がないという

お答えだったのですが、多分、この中の 1名は私の子どもかと思うんですけど、入園す

るときに、まず最初に、園長先生のほうから、延長保育は利用されないですよねという

感じのことをおっしゃられて、それ以降、そういったお話とかも特になく、利用されな

いことが当たり前というか、そういったことは、たとえ急なことであっても、やはり人

員等の関係でちょっと難しいのであろうというこちらの配慮が必要で、言い出しにくい

というか、言い出せないような状況で、ほかの福祉センターのお母様たちに聞いても、

やはり断られるか、そういったことは言い出せない状況になっているということで、や

はり、そういったところが保育園、幼稚園等でもなかなか受け入れることが難しい園の

状況等もあると思いますが、もともと 23名のうち 2名利用されているということで、あ

との21名さんは、恐らく本当に利用する気がないわけではなく、利用したくてもできな

いような状況だと思うんですけれども、やはり、そういったところを支援していただけ

るような、計画の中にそういった声を入れていただけると助かると思うんですが。 

保育課長：保育課長の新名と申します。  

  今の延長保育、私の説明が悪かったかもしれませんけども、そもそも延長保育という

のは、各園で通常の延長保育の定員が大体22名と決まっていて、スポットが今は 6名と

いう形で決まっていて、ご案内のように、待機児童も非常に多いという状況の中で、延

長保育自体もかなり待機で待っている方がいらっしゃって、もしかすると、待機の枠の

中で入れないという実態はあるかもしれませんけども、障害があることによって、相談

しづらいという状況は、こちらとしてもできるだけ改善していきたいというふうに思い

ますが、障害があることによって利用できないというふうにはならないので、もしそう

いうことであれば、もう一度その辺は、当然こちらのほうからも各園長に徹底をいたし

ますので、もう一度ご相談いただければというふうに思います。  

髙山部会長：新名課長、よろしくお願いいたします。  
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  いかがでしょうか。 

古市委員：古市です。 

  先ほどの園長先生の対応とか、例えば、先生の対応によって、かなり差別的な発言を

するような先生もまだまだいらっしゃるというような、私もそうですけれども、やはり

いらっしゃるんですね、実際は。そういったときに、そういうことをしないようにとい

う指導を区のほうからもしていただきたいですし、障害があってもなくても子育てとい

う部分で同じであるという視点に立って先生方にも配慮いただきたいというところは、

本当にご指導いただかないと。結構普通におっしゃるんですよね、障害があるからとい

う形で。その辺は、私たちは言い返せない方がほとんどですので、ぜひ区のほうから指

導を徹底していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

髙山部会長：ほかにはよろしいですか。いかがでしょうか。  

  4のところはなかなか難しい。難しいというか、重要なところですが、子どもに対す

る支援、家族に対する支援と、それから、子どもたちは成長していきますから、そのラ

イフステージごとの支援ということで、いろんな複合的な要素を考えなければいけない

ということなので、小項目のところが縦割りになってしまうとだめなんですよね、とい

う意味では、ここがうまくネットワークがとれていく。あるいは、継続的に子どもと家

族を支援していくみたいなところが打ち出せるといいなという感じですよね、今まで話

を聞いていくと。その辺をどういうふうに具体的に落とし込んでいくかということにな

ろうかと思いますけれども、このようないろいろな意見が出ましたが、とりあえずこの

ような形でいくということでよろしいでしょうか。  

  最後の 5です。ひとにやさしいまちづくりの推進。これもすごく抽象的なところもあ

りますが、これはいかがでしょうか。  

天野委員：中項目の1のところにバリアフリー基本構想の策定というものがありまして、

それから、中項目 3のところに情報バリアフリーガイドラインの策定というのがありま

すが、これは両方、ぜひ当事者がこの策定にかかわることができるようなシステムにし

ていただきたいというふうに思います。  

髙山部会長：ガイドラインを策定するプロセスの中にですね。  

天野委員：つまり、障害がある。あるいは、高齢者であるという方たちもそれに携わる形

で、それぞれが策定されるようにしていただきたいと思います。  

障害福祉課長：バリアフリー基本構想につきましては、都市計画部のまちづくりが関係

するところで今つくっております。今いただいた意見については、伝えたいと思います。  

  情報バリアフリーガイドラインは障害福祉課でかかわる予定でおりますので、その際

には今のご意見を反映したいと思います。  

髙山部会長：ほかにはいかがでしょうか。  

佐久間委員：中項目3の情報のバリアフリーの推進なんですが、情報というのは非常に重

要で、特に、私のような非当事者というのは、とても情報が不足していて、無知なもの

が多くて、恥を忍んで、今ここでも無知をさらしているんですけれども、非当事者に向

けての情報発信というのも力を入れていただきたいなというふうに思っております。  

障害福祉課長：前回、佐久間委員から、ご欠席だけれどもということで、ご意見をいた

だき、皆様にお伝えしたところですが、どちらかというと心のバリアフリーの部分に係
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るのかなと思うのですが、それも何とかいい形で入らないかと思ったんですが、中身と

しては、2の1の理解の促進、あるいは、場合によってはイベント的なものでの地域の交

流、いずれにしましても、心のバリアフリーの中でそれを実現できないかと。本当はも

う少しいい表現があればという気もしたのですが、そこの中で考えたいと思います。  

佐久間委員：佐久間ですけども、イベントも大事だと思うんですが、もっと日常的な情報

に触れることで、先ほど委員長がおっしゃったコミュニティフレンドの育成というもの

にとてもつながっていくと思いますので、そういうもう少し日常的に、常に目に触れる

ような形をしてほしいと思っております。 

  こちらに引っ越して一番感じたのは、スポーツセンターなどに行っても、障害のある

方を余りお見受けしないなということが私の印象ですので、そういう情報も触れ合うこ

とも、もう少し機会がふえたらなというふうに思っております。  

髙山部会長：ありがとうございます。  

  ほかにはいかがでしょうか。  

古市委員：古市です。 

  中項目5の2の地域に開かれた施設という項目があるんですけれども、これは具体的に

どのようなものでしょうか。  

障害福祉課長：こちらは具体的に、今のところは、例えばお祭りですとか、あるいは、

何かのイベント的なものになるかもしれませんが、入っていただくような機会をつくる、

そういった意味合いになります。  

古市委員：これは新規規事業ではないんですよね。実際にもうされているのですか。 

髙山部会長：障害者会館とはまた違うんですか。  

障害福祉課長：今の計画の中の 83ページをご覧いただきますと、そこに、今の形では

「地域との交流と文化活動の促進」となっておりますが、ここの部分をあえて分けてき

たというところがあります。今までも、お祭り等がありますよということもありますが、

今回、例えば、新しい福祉センターの中では、喫茶コーナーですとか、障害の方が働い

ている喫茶をつくるとか、形はいろんなパターンがあるかと思うのですが、あるいは、

その先には区民センターのところにも障害者の方が基本的に働く区民カフェみたいなも

のをつくりたいとか、そのようないろんなアイデアの中で進めたいということであえて

二つに分けて、今の施設のほうはお祭りですとかそういったもの、あるいは、事業所で

やっていく取り組みについて書いたというものです。 

古市委員：ありがとうございます。  

  イメージとしていましたのは、確かに、福祉センターとか、福祉の施設の中にあると

いうのが今までのイメージなんですけども、そこにはなかなか健常の方が足を運ぶかと

いうと、なかなかそうはいかないんじゃないかなと思って。例えば、スポーツセンター

の中に障害のある方が働いている。別に経営していなくても働いている。ふだん触れ合

うところに障害のある方が働いていたりとか、サービスを提供していたりとか、今度で

き上がる新教育センターもそうですけども、若者が集うところ、子どもたちが集うとこ

ろに高齢者の方が集うスペースがあったりとか、いろんな世代の方とかに、障害の有無

にかかわらず利用しやすい仕掛けづくりなんかもあったほうがいいのかなとは思いまし

た。 
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佐藤委員：開かれた施設というふうなことですけども、私どもは千駄木の郷という老人ホ

ームでラウンジをやって、地域の交流を図って、いい関係を持って、精神障害の方とか

知的障害の方が働いております。それもすごく皆さんに根づいて、もう 14年目になりま

すので、そういうところがこれからもふえるのではないかと思って期待しております。  

髙山部会長：いろんな社会資源が文京区にあるわけですから、それの仕掛けをつくって

いくということは大きいですよね。  

古市委員：大学もいっぱいあるので、大学の中とか、そういうのもいいのかなと。いろい

ろと制度が違うのでわかりませんけれども、難しいのかもしれないのですが、やはりそ

ういうところに、障害がある人が障害のところに当然あるべきではなくて、そういうと

ころにどんどん入っていくのがいいのかなと思います。  

髙山部会長：そうですね。ここは、いわゆる福祉というところや障害というところに限

定されない形でのいわゆる交流というか、出会いの場とか、そこを強調していくという

ところだと思いますので、その可能性はあると思いますね。ありがとうございます。  

  下から、 6の自発的活動支援事業は何ですか。何かお金がもらえるんですか、自発的

に頑張ると。  

障害福祉課長：実は、これは、地域生活支援事業という枠組みがありまして、いわゆる

福祉サービスとしてなっている事業のほかに、地域の中で工夫してくださいというもの

がありまして、その地域生活支援事業の項目として今回出てきているものが自発的活動

支援事業。中身としましては、ある意味、障害者の方、当事者の方も、そして、ご家族

だったり、地域の住民の方でもどなたでもいいのですが、いろんなそういった自発的な

取り組みを支援して、共生社会の実現を図るという目的なんですね。それについて国が

幾らかお金を出してもいいよという仕組みがあります。  

  例として出ているのは、ピアサポートだったり、災害対策だったり、孤立防止活動の

支援、社会活動の支援、ボランティア活動の支援、そういったことで、目的等も、中身

もいろいろ、でも、地域の自発性、そういったものの形です。ただ、これはしっかり項

目に出てきましたので、何とか入れようということでここに入ったということでござい

ます。 

髙山部会長：ありがとうございます。いろんな可能性がありそうですね。  

柴﨑委員：民生委員の柴﨑です。  

  4の防災・安全対策の充実の中の避難所運営協議会の運営支援とありますが、私も避

難所運営協議会の一員ですが、特に支援を受けているような感覚がないんですね。です

ので、この計画の80ページを見ると、ここに障害のある方に関しての記述が全くないの

で、これはどういうふうに理解したらいいのか、ちょっとわからなかったのですが。  

障害福祉課長：障害福祉の側面から申し上げますと、障害の方の特性、いろんな障害の

方もいらっしゃる中で、避難所にいらっしゃるときに、例えば、聴覚障害の方にしてみ

れば、音声だけの案内では情報をとり切れないので、きちんと文字情報を。一方で、視

覚障害の方にとってはとか、そういう障害に即した対応へのアドバイスであったりとか、

障害当事者の方との話し合いの場を持つとか、そういったことも含めての障害対応の側

面で考えればいいかと思います。  

柴﨑委員：今現在、運営協議会をやっていますが、障害者のところまでに進むほど、まだ
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充実は全然していません。一般の人をまずどうするか。どうしたらいいかというところ

でとまっているので、もう少し具体的にこういうことを進めてほしいというのを出して

いただいたほうが、協議会としてもやりやすいような気がいたします。  

髙山部会長：そうですね。そこはすごく大事なところですね。  

  これはこの前の大震災で明らかになったことですけれども、特に自閉症の方で、環境

が変わっていくということに関しては不安定になりますから、お母さんは絶対変わらな

いと決めていますよ。だから、そういう意味では、どういうふうに避難所、あるいは、

避難所からまたどこかへ行かなきゃいけないということになったときに、そこは本当に

大変なところでありますね。ここからフィードバックしていくということは、今言われ

たことは大切なことだと思いますので、この計画にそういう形も含めて落とし込んでい

くということは大切なことですね。  

佐藤委員：柴﨑委員にお尋ねしますが、この協議会の中に、身体障害者の代表だとか、そ

ういう方はいらっしゃるのでしょうか。 

柴﨑委員：各学校ごとに協議会の委員が選定されていますが、障害のある方は、今のとこ

ろいらっしゃらないです。民生委員と学校の校長、それから、 PTAと、学校に所属する

町会の関係の方だけなので、障害の方がどなたも協議会の中にはいないので、その辺も

ちょっと問題ではないかとは思います。  

佐藤委員：やはり、障害のある方が、ご本人が入ったり、保護者が入ったりしながら、ど

ういうことが避難所では必要であるかということも議題の中に入れていただかないと、

避難所の運営については問題が起こると思いますので、ぜひその中に障害者本人とか、

そういう方を入れていただきたいと思います。  

障害福祉課長：そのあたりは、防災課ともと思いますが、一方で、今回の実態調査を見

ますと、障害によって、災害時に関する不安に思うところがすごく違ったりするんです。

ですので、障害の方という、どういう代表制で入ってくるかということがあるので、場

合によってはもっと大きな形で、各障害の方をお持ちの団体さんですとかと、防災関係

のほうと、具体的に障害特性を合わせた対応の話をした上で全体におろすような形のほ

うが、細かいところが詰められるのかなという感じがします。いずれにしても、ちょっ

と工夫が要るところだと思います。  

髙山部会長：そうですね。工夫が必要ですね。  

佐藤委員：せめて本人の方たちでも構いませんので、私たちは、自閉症もいたり、いろん

な障害の知的障害がありますので、一概に一くくりにはできません。ですけれども、そ

の中で問題に今なっているのは、自閉のお子さんが特に多いと思いますが、そういう方

たちの保護者を突然入れるということが困難であるならば、やはり当事者の方を入れて

いただいて、その協議会の中でニーズを諮っていただきたいと思っておりますが、いか

がでしょうか。  

髙山部会長：私はこう思います。まだこの運営協議会の中で当事者とかというレベルで

はないと思いますので、むしろ、障害の分野の中で、きちんとそういうことを把握して、

そして意見をきちんと聴取して持っていく。  

  例えば、思いつきで申しわけないですが、自立支援協議会の権利擁護部会あたりにそ

ういうことをきちんと議論していただくようなことも可能性があると思いますので、そ
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れぞれの障害によって、そういう災害時にどういうふうに対応が必要なのかということ

を我々のほうからフィードバックしていくようなことをしっかりとまとめておかないと

いけないし、一人の委員に全部それを託せないわけですね。ですから、そこがまず必要

になってくるのかなと思いましたので、そこら辺のところも別途考えていくということ

になるのではないかと思いますので、それぞれのところの方々の意見も聞かせていただ

きたいなと思っています。  

  5のところはいかがでしょうか。これでいきたいと思っておりますけども。  

  今日はさまざまな意見や宿題等もいただきましたので、また皆さんの意見を集約した

形でこれに反映させる形で、次回は、具体的な体系がこれで確定していくということを

決めて、具体的に計画を協議していくということになると思いますが、よろしいでしょ

うか。 

障害福祉課長：次回ですが、今お話しのような形で、小項目ごとに内容を詰めて書き込

んだものをお示ししたいと思っております。  

山口委員：山口です。 

  配られた資料の別紙 2のところに目標値の設定についてという内容の資料があるんで

すが、素朴な疑問で、どういう根拠でこの数値が出てきたということがわからないので、

次回のときにはそういうことをお話しいただきたいと思います。  

髙山部会長：数値の根拠ですね。  

障害福祉課長：参考資料の部分がなかなかご説明できなくて、申し訳ありません。 

  先ほど参考資料でお示ししたのは、国の基本指針の部分です。先ほどの、大きな方針

が四つありますということでありました。  

  次回、この 4点についての扱いもお諮りしたいのですが、今回の目標値の設定につい

ては、これは国が示しているものということです。ただ、これは絶対というよりも、こ

れを一つの基本にして、区としてどう判断していくかということで、一応国の目標値と

いうふうに捉えていただければと思います。  

  追加でご報告したいことがございます。よろしいでしょうか。  

  委員の資料の扱いですが、前回の会議では天野委員から資料の提供がありまして、で

きるだけ委員会としましても、委員の皆様からの資料提供等のお話がありましたらば、

議論を進めるに当たって有効なものについてはできるだけと思っております。  

  ただ、資料について、地域福祉推進協議会の中の扱いがどうもばらばらのようでした

ので、それを今、全体として調整しておりますので、何らかのこういったルールですと

いうことのお示しができればと思っております。また、ご報告申し上げます。  

  次回の日程は9月16日（火曜日）、時間は今日と同じでよろしいでしょうか。 9月16日

の10時から、場所は追ってご連絡申し上げます。  

  以上です。  

髙山部会長：以上でよろしいですか。  

  事務局は特にないですか。  

障害福祉課長：配付の資料、カラーのチラシをご覧ください。  

  障害者歯科診療、歯科検診のご案内という情報提供をもらっています。健康推進課で

進めているものということです。こちらは毎週土曜日、小石川歯科医師会、文京歯科医
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師会さん共同で、この目的で行いますということです。対象となられる方については、

下の説明にあるとおりということです。  

  また、本日、1階でハートフル工房をやっておりますので、お帰りの際、もしよろし

ければお立ち寄りください。  

髙山部会長：以上でございますね。  

  それでは、今日もいろいろありがとうございました。これで第 3回の障害者部会を終

わります。  

以上 

 


